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近
世
期
に
お
け
る
女
房
日
記
の
視
点
と
方
法

―
―
長
橋
局
に
よ
る
記
録
を
中
心
に
し
て
―
―

北

上

真

生

一

近
世
期
、
す
な
わ
ち
後
陽
成
院
よ
り
明
治
天
皇
に
至
る
治
世
下
に
お
い
て
、

表
１
に
示
す
よ
う
に
、
禁
中
・
後
宮
・
院
中
の
女
房
に
よ
っ
て
厖
大
な
記
録

類
が
成
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
、「
女
房
日
記
」
で
あ
る
も
の
の
、
斯
界
に

お
い
て
は
是
等
の
存
在
に
関
心
を
示
し
て
い
な
い
現
況
に
あ
る
。
そ
の
多
く

が
未
刊
で
遺
存
の
実
態
も
詳
ら
か
と
は
言
え
ず
、
中
古
の
そ
れ
と
違
い
、
日

次
に
記
録
さ
れ
、
文
学
的
興
味
を
喚
起
す
る
よ
う
な
性
格
で
な
い
こ
と
が
要

因
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
主
に
中
古
・
中
世
に
お
け
る
女
房
日
記
の
本
質
を
検

討
さ
れ
た
宮
崎
荘
平
氏
は
、
近
世
後
期
の
光
格
天
皇
の
中
宮
御
所
（
後
桃
園

院
第
一
皇
女
・
欣
子
内
親
王
）
付
き
女
房
に
よ
る
「
中
宮
御
所
（
欣
子
内
親

王
）
女
房
日
記
」
に
も
触
れ
ら
れ
、
女
房
日
記
の
性
格
を
規
定
し
て
お
ら
れ

（
１
）

る
。
つ
ま
り
、
醍
醐
天
皇
皇
后
・
藤
原
穏
子
後
宮
に
お
い
て
記
録
さ
れ
た

「
太
后
御
記
」
に
そ
の
祖
形
を
求
め
ら
れ
、
後
宮
女
房
ま
た
は
女
房
で
あ
っ

た
者
が
女
房
の
立
場
か
ら
後
宮
の
主
人
と
主
家
の
慶
祝
事
な
ど
の
情
況
を
通

し
て
繁
栄
を
記
録
的
に
現
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
女
房
日
記
の
本
質
を
求
め

て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
世
期
に
お
け
る
女
房
日
記
は
、
そ
の
全
て
が
日
次
の

記
で
あ
り
、
統
一
的
な
主
題
の
も
と
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
点
か
ら
言
え
ば
、
同
じ
女
房
日
記
と
い
え
ど
も
、
平
安
期
の
『
紫
式
部
日

記
』
な
ど
の
其
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
室
町
時
代
後
期
よ
り
江
戸
後
期

に
至
る
約
三
百
五
十
年
に
わ
た
っ
て
禁
中
女
房
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
御
湯

殿
上
日
記
』（
以
下
、『
御
湯（
２
）

殿
』）
が
行
事
儀
式
書
で
あ
る
『
後
水
尾
院
当

時
年
中
行
事
』
の
資
料
と
し
て
引
勘
さ
れ
、
ま
た
、『
御
湯
殿
』
を
は
じ
め

と
す
る
禁
中
女
房
に
よ
る
日
記
や
光
格
天
皇
中
宮
・
欣
子
内
親
王
附
女
房
に

よ
る
日
記
な
ど
か
ら
抜
書
き
さ
れ
て
行
事
儀
式
の
部
類
記
が
作
成
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
近
世
期
に
お
け
る
女
房
日
記
は
、
行
事
儀
式
や
公
事

に
資
す
る
と
い
う
公
�
の
日
記
と
近
似
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
時
代
を
近
世
期
に
絞
っ
て
、
朝
廷
運
営
の
組
織
な
ど

を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
女
房
日
記
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二

近
世
期
の
女
房
日
記
を
論
じ
る
上
に
お
い
て
、
記
主
の
視
点
や
位
相
を
探

―２９―



る
た
め
に
も
、
女
官
（
御
内
儀
）
制
度
の
理
解
な
く
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
以
下
に
俯
瞰
し
て
い
き
た
い
。
当
時
の
女
官
制
度
を
理
解
す
る
手

掛
り
と
し
て
、
主
に
幕
末
期
の
制
度
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
下
橋
敬
長

氏
「
維
新
前
の
宮
廷
生（
３
）

活
」、
河
鰭
実
英
氏
『
宮
中
女
官
生
活（
４
）

史
』
が
参
考

と
な
る
。
両
氏
の
示
さ
れ
る
御
内
儀
の
官
制
は
、
整
理
す
れ
ば
凡
そ
次
の
通

り
で
あ
る
。

ナ
イ
シ
ノ
カ
ミ

○イ
尚

侍
―
近
世
期
に
お
い
て
は
特
殊
地
位
で
、
稀
に
大
典
侍
へ
当
官
の

贈
官
が
行
わ
れ
る
以
外
に
任
じ
ら
れ
た
者
は
い
な
い
。
実
際
に

は
典
侍
が
近
世
期
に
於
い
て
の
最
高
位
の
女
官
で
あ
る
。

ス
ケ
・
テ
ン
ジ

○ロ
典

侍

―
定
員
は
基
本
四
名
で
、
平
公
家
で
あ
る
羽
林
家
名
家
の
中
で

正
二
位
大
納
言
直
任
の
家
の
息
女
が
任
じ
ら
れ
た
。
首
座
は

オ

オ

ス

ケ

「
大
典
侍
」
と
称
し
、
従
二
位
ま
で
上
り
、
事
実
上
近
世
後
宮

の
最
高
権
威
者
で
奥
向
の
総
取
締
で
あ
っ
た
。
一
般
に
典
侍
は

天
皇
の
御
前
向
の
御
用
を
奉
仕
し
た
。

ナ
イ
シ

コ
ウ
ト
ウ
ノ
ナ
イ

シ

ナ
ガ

○ハ
掌
侍
（
内
侍
）
―
定
員
は
基
本
四
名
で
、
首
座
を
「
勾
当

内
侍
（
長

ハ
シ
ノ
ツ
ボ
ネ

橋

局

）」
と
称
し
た
。
勾
当
内
侍
は
、
近
世
期
に
お
い
て
公

武
両
方
面
の
人
々
に
知
ら
れ
、
外
に
対
し
て
最
も
睨
み
が
き
く

位
置
で
あ
っ
た
。
更
に
、
大
典
侍
よ
り
も
実
際
的
に
活
動
し
得

る
地
位
に
あ
り
、
そ
の
地
位
に
相
応
し
い
手
腕
を
求
め
ら
れ
た
。

女
房
奉
書
は
勾
当
内
侍
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
諸
方
よ
り
の
献
上

物
も
勾
当
内
侍
宛
と
さ
れ
た
。

ミ
ヨ
ウ

ブ

○ニ
命

婦
―
定
員
は
七
名
で
、
配
膳
な
ど
の
後
宮
雑
務
に
従
事
し
た
。
首

オ

オ

チ
ノ
ヒ
ト

座
を
「
伊
予
」、
次
席
を
「
大
御
乳
人
」
と
称
し
、
以
下
の
命

婦
は
国
名
で
も
っ
て
称
さ
れ
た
。
伊
予
は
大
典
侍
・
勾
当
内
侍

と
共
に
「
三
頭
」
と
呼
ば
れ
奥
向
の
下
級
事
務
官
で
あ
る
。
大

○表１ 近世期における女房日記一覧

仙洞御所

院中御湯殿上日記

後宮
（女御・皇后・中宮・大宮御所）

中宮欣子内親王御所女房日記
（光格天皇中宮・欣子内親王女房）
中宮欣子内親王御所万心おほえ
（同上）
中宮欣子内親王女房�子日記
（中宮御所女房・下�、岡本�子）
中宮欣子内親王女房�子雑用留
（同上）
皇太后欣子内親王女房�子日記
（同上）
皇太后欣子内親王女房業子日記
（中宮御所女房・下�、森業子）
新清和院女房日記
（皇太后・欣子内親王女房）
女御�子附女房日記
（仁孝天皇女御・鷹司�子付女房）
�子附女房日記
（同上）

禁中

御湯殿上日記
藤大典侍日記（戦災により焼失）
後桃園天皇大御乳覚帳
（命婦・大御乳人）
長橋局日記
中山績子日記
（大典侍、「心おほえ」）
押小路甫子日記
（命婦・大御乳人、「心おほえ」）
鴨脚昭子日記（命婦）
大御乳人日記
（命婦・大御乳人）
伊予局日記
（命婦・小槻盈子）
阿茶心覚抜書等
（命婦・押小路甫子）
御内儀日記
（内侍・高野保子）
孝明天皇女房房子日記
（内侍・高野房子）
庭田嗣子日記（典侍）
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御
乳
人
は
長
橋
局
の
事
務
補
佐
を
職
務
と
し
た
。
命
婦
に
は
、

地
下
の
息
女
が
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
伊
予
に
は
壬
生
官
務
の

息
女
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。

ニ
ヨ
ク
ロ
ウ
ド

○ホ
女
蔵
人
―
奥
向
の
雑
務
に
従
事
し
、
国
名
で
以
っ
て
称
さ
れ
た
。
外
家

史
の
名
家
・
六
位
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
る
家
・
上
北
面
た
る
家
、

及
び
賀
茂
・
松
尾
・
日
吉
・
春
日
等
神
職
の
名
家
の
息
女
を

以
っ
て
補
任
し
た
。
ま
た
、
女
蔵
人
か
ら
命
婦
へ
出
世
す
る
事

が
出
来
た
。

オ

サ
シ

○ヘ
御
差
―
女
蔵
人
の
下
席
で
、
職
務
は
天
皇
の
御
便
所
に
随
従
し
、
ま
た

御
医
拝
診
の
導
引
を
掌
っ
た
。
諸
大
夫
の
女
・
坊
官
の
女
・
四

位
の
女
が
奉
仕
し
た
。

ミ

ナ
カ

マ

○ト
三
仲
間
―
三
仲
間
と
は
、
御
末
・
女
嬬
・
御
服
所
（
一
名
御
物
仕
）
の

三
女
官
を
指
す
。

オ

ス
エ

ア

チ
ヤ

・
御
末
…
定
員
八
人
で
、
首
座
を
「
阿
茶
」
と
称
し
（
十
年
勤
続
す
れ

ア

カ

カ

ば
「
尾
張
」
と
称
し
た
）、
次
席
を
阿
嘉
加
と
呼
ん
だ
。
主

に
御
飲
膳
調
進
の
事
を
掌
り
、
大
典
儀
式
の
配
膳
役
送
を
奉

仕
す
る
采
女
の
中
で
二
の
采
女
と
三
の
采
女
に
は
首
座
の
阿

茶
と
次
座
の
阿
嘉
加
が
奉
仕
し
た
。

ニ
ヨ
ジ
ユ

・
女
嬬
…
定
員
八
人
で
、
奥
向
の
諸
布
設
・
御
道
具
・
油
炭
を
掌
っ
た
。

首
座
を
茶
阿
と
称
し
た
。
口
向
・
侍
分
等
の
女
が
補
任
さ
れ

た
。

ゴ

フ
ク
ド
コ
ロ

・
御
服
所
（
御
物
仕
と
も
称
す
）
…
御
衣
の
裁
縫
並
び
に
書
記
の
事
を

掌
っ
た
。
首
座
を
右
京
大
夫
と
呼
び
、
首
座
以
下
三
人
を
三

大
夫
と
称
し
た
。
そ
し
て
、
右
京
大
夫
以
下
三
大
夫
は
、
勾

当
内
侍
に
専
属
し
て
内
政
の
事
に
関
与
し
た
。
諸
方
へ
出
す

手
紙
は
勾
当
内
侍
の
命
を
受
け
て
御
服
所
の
者
が
認
め
る
た

め
、
能
書
力
を
要
求
さ
れ
た
。
ま
た
、
摂
家
や
親
王
・
大

臣
・
将
軍
が
参
内
の
節
に
参
内
殿
（
長
橋
局
に
附
属
の
殿

舎
）
の
御
車
寄
の
御
�
を
上
げ
る
の
も
職
務
と
さ
れ
た
。

オ
モ
テ
ツ
カ
イ

○チ
表

使

―
磯
浦
・
江
坂
の
二
人
で
、
表
並
び
に
口
向
等
と
交
渉
す
る
事

を
掌
っ
た
。

ア
ヅ
マ
ワ
ラ
ワ

○リ
東

豎
子
（
東
孺
）
―
通
常
出
仕
す
る
も
の
で
は
な
く
、
平
安
朝
以
来

行
幸
の
時
に
御
供
を
す
る
特
殊
な
官
職
で
あ
る
。

チ
ヤ
ク
ミ

○ヌ
茶
�
―
御
差
以
上
に
召
使
わ
れ
る
者
で
、
御
末
の
阿
茶
・
女
嬬
の
茶
阿

を
部
屋
親
と
し
て
、
御
末
・
女
嬬
の
中
に
欠
員
が
あ
っ
た
時
は

こ
れ
に
補
任
さ
れ
た
。

ク

ゴ

シ
ヨ

ヒ

ヅ
カ
サ

ク

ゴ

○ル
供
御
所
（
櫃
司

と
も
称
す
）
―
定
員
二
名
で
、
一
人
を
供
御
、
も
う

コ

ヤ

ヤ

一
人
を
小
屋
々
と
称
し
た
。
薪
水
の
事
を
掌
っ
た
。

ザ
ツ
シ
・
ゾ
ウ
シ

○ヲ
仲
居
・
茶
之
間
―
両
職
と
も
雑

仕

と
称
さ
れ
た
。
仲
居
は
十
人
位

で
、
御
末
衆
に
属
し
て
雑
事
を
掌
っ
た
。
侍
分
・
農
家
・
町
人
、

何
れ
の
女
子
で
も
出
ら
れ
た
。

○ワ
内
侍
所
の
刀
自
―
五
人
で
神
に
一
生
御
奉
公
し
、
侍
分
の
女
か
ら
上

が
っ
た
。
晴
の
儀
式
に
一
采
女
を
奉
仕
す
る
の
は
、
こ
の
刀
自

の
中
か
ら
出
仕
し
た
。

以
上
の
官
制
に
よ
っ
て
禁
中
奥
向
の
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

実
質
的
に
御
内
儀
の
運
営
を
掌
握
し
た
の
は
、
典
侍
の
筆
頭
で
あ
る
大
典

侍
・
内
侍
の
首
座
の
勾
当
内
侍
（
長
橋
局
）・
命
婦
の
次
席
で
あ
る
大
御
乳

人
で
あ
る
。
こ
の
三
女
官
に
よ
る
日
記
が
、
表
１
に
見
え
る
よ
う
に
、
そ
れ

ぞ
れ
遺
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

河
鰭
氏
は
、
大
典
侍
・
長
橋
局
・
伊
予
の
三
名
を
「
三
頭
」
と
称
す
る
と

―３１―



示
さ
れ
て
い
る
が
、『
押
小
路
甫
子
日（
５
）

記
』（
以
下
、『
押
小
路
』）
に
よ
れ
ば
、

一

御
三
頭
様
駿
河
と
の
大
御
乳
江
御
か
ち
ん
一
重
に
御
（
熨
斗
）

の
し
参
る
い

よ
殿
越
後
殿
能
登
殿
え
御
か
ち
ん
一
重
に
御
の
し

（
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
七
月
二
十
八
日
条
）

一

両
大
す
け
様
長
橋
様
い
よ
殿
駿
河
と
の
（

ス

ル

メ

）

す
る
�
�
一
折
つ
ゝ
五

連
新
大
す
け
様
長
橋
様
ハ
御
重
服
ゆ
へ
明
日
進
上
大
御
乳
ハ
今
日

ハ
内
々
祥
忌
ゆ
へ
明
日
す
る
�
�
三
連
上
る
…
…

（
安
政
六
年
十
月
二
十
七
日
条
）

と
あ
り
、「
三
頭
」
と
は
四
角
で
囲
ん
だ
大
典
侍
・
新
大
典
侍
・
長
橋
局
を

指
し
て
い
る
こ
と
が
読
取
れ
る
。
大
典
侍
を
補
佐
す
る
「
新
大
典
侍
」
が
存

在
し
、
こ
の
二
名
を
「
両
大
典
侍
」
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
畢
竟
す
る

に
、
大
典
侍
が
二
名
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
安
政
四
年
度
（
一
八

五
七
）
の
「
雲（
６
）

井
」
内
女
房
に
は
、

中
山
故
愛
親
�
女

大
典
侍

従
三
位
藤

原
績
子

六
十
三

勧
修
寺
故
経
逸
公
女

新
中
納
言
典
侍

従
四
位
上
徳
子

七
十

と
見
え
、
大
典
侍
は
中
山
績
子
の
一
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
久
二
年
度

（
一
八
六
二
）
の
「
雲（
７
）

井
」
内
女
房
に
は
、

中
山
故
愛
親
�
女

大
典
侍

従
三
位
藤

原
績
子

六
十
八

勧
修
寺
故
経
逸
公
女

新
大
典
侍

正
四
位
下
徳
子

七
十
五

と
見
え
、
安
政
四
年
に
お
い
て
は
新
中
納
言
典
侍
で
あ
っ
た
勧
修
寺
徳
子
が
、

文
久
二
年
に
お
い
て
は
新
大
典
侍
に
陞
任
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し

て
、

十
日

御
機
嫌
よ
く
新
大
典
侍
殿
従
三
位
宣
下（
口

宣

）

く
せ
ん
た
ふ
新
す
け
の

局
と
仰
付
ら
れ
候

（『
中
山
績
子
日
記
』（
以
下
、『
中（
８
）

山
』）
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
十

二
月
十
日
条
）

十
七
日

御
き
嫌
よ
く
新
大
典
侍
殿
願
之
通
り
隠
居
仰
付
ら
れ
候
名
藤

大
納
言
と
下
さ
る
黒
地（
繻

珍

）

し
ゆ
ち
ん
小
袖
御
ふ
く（
被

衣

）

か
つ
き
御
地
あ
か

御
ふ
く
金
十
五
両

（『
中
山
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
二
月
十
七
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
同
年
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
隠
居
す
る
に
至
り
、
藤
大
納
言

と
称
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
典
侍
が
両
名
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
表
２
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
お
い
て
も

複
数
の
大
典
侍
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
即
ち
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）

の
大
典
侍
・
新
大
典
侍
の
両
名
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
藤
大
典
侍

（
日
野
輝
子
）・
源
大
典
侍
（
庭
田
具
子
）・
新
大
典
侍
の
三
名
、
寛
永
二
年

（
一
六
二
五
）
の
大
典
侍
・
大
納
言
典
侍
・
新
大
典
侍
の
三
名
で
あ
る
。
因

み
に
、
表
２
の
寛
永
二
年
に
見
え
る
大
納
言
典
侍
に
つ
い
て
は
、
滋
野
井
公

廉
に
よ
る
「
女
房
可
覚
悟（
９
）

事
」
に
、

一

大
典
侍
は
大
納
言
典
侍
権
典
侍
は
権
中
納
言
典
侍
と
い
ふ
事
な
る

へ
し

一

禁
中
に
は
最
上
の
人
と
い
へ
と
も
大
納
言
又
は
中
納
言
な
と
ゝ
称

す
也

院
中
に
て
も
殿
名
〈
小
路
名
也
〉
を
称
ら
る
こ
れ
い
に
し
へ

よ
り
の
例
也

と
見
え
、
大
典
侍
の
正
式
名
称
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

大
典
侍
は
六
十
歳
以
上
の
高
齢
者
が
任
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
名
誉
職
的

な
性
格
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
実
際
の
御
内
儀
の
経
営
に
は
、

主
に
長
橋
局
（
勾
当
内
侍
）・
大
御
乳
人
が
当
た
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
女
官
の
知
行
高
か
ら
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
参
考
ま
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○
表
２

近
世
初
期
に
於
け
る
禁
中
女
官
の
構
成
人
員
（『
御
湯
殿
』『
言
経
�
記
』）

典
侍
（
定
員
４
名
）

掌
侍（
定
員
４
名
）

命
婦（
定
員
７
名
）

御
下
衆

御
雇

慶
長
５
年

（
後
陽
成
天
皇
）

新
大
典
侍
・
権
典
侍
・

女
々
典
侍
・
新
典
侍

長
橋
局
（
勾
当
内

侍
）・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳
人

か
め
・
竹
（
女
嬬
）、
阿
茶
（
御
末
）、
右

京
大
夫
（
御
服
所
）、
ま
み
・
五
々
・
た

と
・
小
屋
々
（
供
御
所
）、
高
橋
、
か
ゝ

御
み
つ
御
寮
人
（
広
橋

兼
勝
女
・
典
侍
格
）・
御

ま
ん
御
寮
人（
命
婦
格
）

慶
長
６
年

（
後
陽
成
天
皇
）

権
典
侍
・
女
々
典
侍
・

新
典
侍

長
橋
局
・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
出
雲

阿
茶
・
得
銭
・
ア
ヤ
ヽ
・
ウ
メ
・
カ
ヽ
・

ネ
ヽ
（
御
末
）、
鶴
・
亀
・
玉
・
竹
（
女

嬬
）、
右
京
大
夫
・
新
大
夫
（
御
服
所
）、

五
々
・
小
屋
々
（
供
御
所
）、
ま
み
・

茶
々
、
ア
ゴ
、
ナ
カ
、
コ
ヤ
、
高
橋
、
大

隈
、
ヤ
ヽ
、
山
國

御
み
つ
御
寮
人
・
御
さ

ち
御
寮
人

慶
長
８
年

（
後
陽
成
天
皇
）

大
典
侍
・
新
大
典
侍
・

権
典
侍
・
女
々
典
侍

長
橋
局
・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
出
雲

阿
嘉
加
（
御
末
）、
五
々
・
た
と
・
小

屋
々
（
供
御
所
）、
御
あ
こ
、
御
こ
や
、

高
橋

御
み
つ
御
寮
人

慶
長
９
年

（
後
陽
成
天
皇
）

新
大
典
侍
・
権
典
侍
・

女
々
典
侍

長
橋
局
・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
出
雲

梅
・
カ
ヽ
（
御
末
）、
右
京
大
夫
・
新
大

夫
（
御
服
所
）
五
々
・
た
と
・
小
屋
々

（
供
御
所
）、
御
あ
こ

御
み
つ
御
寮
人
・
御
ち

や
う
御
寮
人

慶
長
１２
年

（
後
陽
成
天
皇
）

藤
大
典
侍
・
源
大
典

侍
・
新
大
典
侍
・
権
典

侍
・
女
々
典
侍

長
橋
局
・
藤
内

侍
・
菅
内
侍
・
中

内
侍
・
平
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
出

雲
・
讃

岐
・
土
佐
・
下
野

阿
茶
（
御
末
）、
新
大
夫
（
御
服
所
）

寛
永
２
年

（
後
水
尾
天
皇
）

上
�
・
大
典
侍
・
大
納

言
典
侍
・
新
大
典
侍
・

権
大
納
言
典
侍
・
権
典

侍
・
新
典
侍

長
橋
局
・
中
内

侍
・
新
内
侍

伊
予
・
周
防
・
美

作
・
土

佐
・
下

野
・
伊
勢

中
務
、
右
京
大
夫
（
御
服
所
）

天
和
３
年

（
霊
元
天
皇
）

大
典
侍
・
大
納
言
典

侍
・
権
典
侍
・
新
典
侍

長
橋
局
・
少
将
内

侍
・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
淡
路
・
近
江

右
近
、
小
弁
、
右
京
大
夫
・
大
夫
（
御
服

所
）

御
ひ
さ
御
寮
人
（
五
條

為
庸
女
）

貞
享
３
年

（
霊
元
天
皇
）

大
納
言
典
侍
・
大
夫
典

侍
・
新
典
侍

長
橋
局
・
菅
内

侍
・
新
内
侍

伊
予
・
大
御
乳

人
・
淡
路
・
近
江

小
弁
、
右
近
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で
に
近
世
初
期
・
末
期
の
知
行
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
近
世
初
期
に

お
い
て
は
、『
御
湯
殿
』
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
三
月
十
六
日
条
に
、

十
六
日
。
女
中
へ
も（
知

行

）

ち
き
や
う
。（
小

袖

）

こ
そ
て
ま
い
る
。
女
御
小
袖
五
か
さ

ね
。（

白

髪

糸

）

し
ら
か
の
い
と
卅
き
ん
。（
領

知

）

り
や
う
ち
三
百
石
ま
い
る
。
大
す
け
。

（

長

橋

）

な
か
は
し
。
大
御
ち
の
人
百
石
。
残
み
な
五
十
石
也
。

と
あ
り
、
女
官
の
中
で
も
大
典
侍
・
長
橋
局
・
大
御
乳
人
の
知
行
は
群
を
抜

い
て
い
る
。
取
分
け
、
長
橋
局
・
大
御
乳
人
の
知
行
が
女
官
最
高
位
の
大
典

侍
と
等
し
い
こ
と
に
注
目
で
き
よ
う
。

同
年
三
月
二
十
七
日
に
政
仁
親
王
（
後
水
尾
院
）
が
践
祚
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
に
備
え
て
女
官
の
体
制
や
知
行
が
整
備
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。

続
い
て
、
近
世
後
期
の
知
行
で
あ
る
が
、『
幕
末
公
家
集（
１０
）

成
』
に
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
の
知
行
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
典
侍
局

（
中
山
績
子
）
が
二
百
石
、
そ
の
他
の
典
侍
が
百
二
十
石
、
長
橋
局
（
花
園

総
子
）
が
二
百
石
、
そ
の
他
の
掌
侍
が
百
石
、
大
御
乳
人
（
押
小
路
甫
子
）

が
二
百
石
、
伊
予
局
（
壬
生
広
子
）
が
百
石
、
そ
の
他
の
命
婦
が
六
十
石
、

と
な
っ
て
い
る
。
大
典
侍
局
・
長
橋
局
・
大
御
乳
人
が
共
に
二
百
石
を
食
ん

で
お
り
、
優
位
な
立
場
に
あ
っ
た
。

因
み
に
、
摂
関
と
共
に
近
世
を
通
し
て
朝
廷
運
営
を
担
っ
た
武
家
伝
奏
・

議
奏
は
幕
末
期
に
役
料
と
し
て
二
百
石
を
食
ん
で
い
る
が
、
大
典
侍
・
長
橋

局
・
大
御
乳
人
と
同
じ
役
料
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

三

近
世
、
な
か
ん
ず
く
幕
末
期
に
期
間
を
同
じ
く
し
て
、
大
典
侍
局
・
長
橋

局
・
大
御
乳
人
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
女
房
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
三
女
官
の
記
録
を
中
心
に
繙
き
、
女
房
日
記
の
本
質
に
迫
っ
て
み
た
い
。

次
に
示
す
�
�
の
記
事
は
、
大
老
・
井
伊
直
弼
に
よ
る
尊
攘
派
の
弾
圧

（
所
謂
、
安
政
の
大
獄
）
に
よ
っ
て
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
四
月
二
十
七

日
に
落
飾
す
る
に
至
る
太
閤
（
准
三
宮
）・
鷹
司
政
通
に
関
す
る
記
事
で
あ

る
。�

廿
二
日

御
機
嫌
御
よ
し
�
�
新
大
典
侍
殿
薄
清
く
な
ら
れ
候
の
御
神

事
中
に
て
今
日
御
き
嫌
伺
ふ
み
参
る
来
廿
四
日
別
勅
仰
出
さ

れ
候
て
も
御
よ
し
や
内
々
御
尋
大
き
に
宜
由
申
参
る

（『
中
山
』
安
政
六
年
四
月
廿
二
日
条
）

�
廿
二
日
（
鷹
司
政
通
）

太
閤
様
御
願
の
と
を
り
御
落
飾
聞
し
め
さ
れ
候
に
付
極
々
御

内
々
御
ほ
し
め
し
様
に
て
ま
き
絵
こ
う
し
ゃ
く
文
匣
の
う
ち

に
銀
地
御
た
は
こ
入
二
く
み
黄
金
二
枚
や
き
物
三
つ
重
ね

御
盃
一
く
み
入
進
せ
ら
れ
候

（『
長
橋
局
日（
１１
）

記
』（
以
下
、『
長
橋
』）
同
日
条
）

�
廿
二
日

一（
鷹
司
政
通
）

た
か
司
太
閤
様
近
左
府
様

一
た
か
司
右
府
様（
三
條
実
万
）

三
條
前
内
府
な
か
�
�
御
所
労
に
而
御

（

落

飾

）

ら
く
し
く
当
春
よ
り
御
願
の
所
今
日
御
願
之
通
り
と
仰
出
さ

れ
候
願
書
儀
奏
衆
え（
御
差
・
生
島
朝
子
）

駿
河
と
の
に
而
出
さ
れ
候
を
の
�
�
御

請
仰
入
ら
れ
候
た
か
司
太
閤
様
は
長
々
御
勤
労
あ
ら
せ
ら
れ

候
此
た
ひ
は
思
召
よ
ら
ぬ
御
ら
く
し
よ
く
一
か
う
�
�
御
気

毒
に
思
し
め
し
て
誠
に
御
内
々
に
而

一
�
尺
御
文
こ
之
内
（
判
金
）

半
金
二
枚
御
煙
草
入
二
組
三
ツ
重

御
盃
一
組
入
御
一
箱
に
而
参
…
…

（『
押
小
路
』
同
日
条
）

大
典
侍
の
記
録
で
あ
る
�
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
長
橋
局
の
記
録
で

あ
る
�
や
大
御
乳
人
に
よ
る
�
に
は
共
通
し
た
落
飾
の
記
事
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
�
�
と
も
落
飾
に
至
る
経
緯
や
原
因
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
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れ
ず
、
記
録
の
対
象
は
専
ら
太
閤
へ
の
落
飾
慰
労
の
下
賜
品
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。
�
�
の
記
事
か
ら
、
太
閤
へ
は
御
内
帑
（
御
内
儀
の
プ
ー
ル
）
よ
り

�
尺
文
匣
の
中
に
煙
草
入
れ
二
組
・
焼
物
三
重
ね
盃
・
黄
金
二
枚
を
下
賜
さ

れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
�
に
比
べ
て
�
は
品
目
の
叙
述
が
詳

細
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
�
の
二
重
傍
線
部
「
�
尺
御
文

こ
」
に
対
し
て
、
�
で
は
二
重
傍
線
部
「
ま
き
絵
こ
う
し
ゃ
く
文
匣
」
と
蒔

絵
の
施
さ
れ
た
文
匣
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
�
の
四

角
部
分
「
御
煙
草
入
」
に
対
し
て
、
�
で
は
四
角
部
分
に
見
え
る
よ
う
に

「
銀
地
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
�
の
波
線
部
分
に
対

す
る
�
の
波
線
部
分
で
は
、
前
者
が
「
三
ツ
重
御
盃
」
で
あ
る
の
に
対
し
て

後
者
で
は
「
や
き
物
三
つ
重
ね
御
盃
」
と
あ
り
、
後
者
に
は
「
焼
物
」
で
あ

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
示
す
�
�
�
の
記
事
は
、
鷹
司
政
通
に
続
い
て
安
政
の
大
獄
に
よ
り

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
五
月
三
日
に
落
飾
し
た
前
左
大
臣
近
衛
忠
熈
・
前

右
大
臣
鷹
司
輔
熈
・
前
内
大
臣
三
條
実
万
に
関
す
る
女
房
日
記
の
記
述
で
あ

る
。�

三
日
四
日

御
機
嫌
御
よ
し
�
�

（『
中
山
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
五
月
三
日
四
日
条
）

�
三
日
（
近
衛
忠
熈
）

近
衛
前
左
府
様（
一

日

）

ひ
と
ゐ
よ
り
御
願
の
御
落
飾
御
願
の
と
を
り
聞

し
め
さ
れ
候
に
付
極
御
内
々
御
ほ
し
め
し
様
に
て
黒
ぬ
り
ま
き

絵
こ
う
し
や
く
文
こ
の
う
ち
に
銀
地
御
た
は
こ
入
一
つ
御
文

ち
ん
一
つ
三
つ
重
ね
や
き
物
御
盃
一
く
み
黄
金
一
枚
入
進
せ
ら

れ（
宸
�
）

御
書
に
て
参（
鷹
司
輔
熈
）

鷹
司
前
右
府
様
へ
も
同
た
ん
御
落
飾
御
願
の
と

を
り
聞
し
め
さ
れ
候
に
付
極
々
御
内
々
御
ほ
し
め
し
様
に
て
黒

ぬ
り
巻
絵
こ
う
し
や
く
文
こ
の
う
ち
に
銀
地
御
た
は
こ
入
一

く
み
黄
金
一
ま
い
御
文
ち
ん
一
対
や
き
物
御
の
も
し
入
れ
一
つ

御
書
に
て
進
せ
ら
れ
候
是
は
御
所
労
御
ま
き
れ
の
様
に
も
と
参

ら
せ
ら
れ
候
三
條
前
内
府
殿
へ
も
御
落
飾
御
願
の
と
を
り
聞
し

め
さ
れ
候
に
付
こ
う
し
や
く
文
こ
の
う
ち
に
黄
金
一
枚
御
た
は

こ
入
御
文
ち
ん
入
た
ま
は
り
候
な
り
…
…
近
衛
前
左
府
様
御
落

飾
と
け
ら
れ
御
名
翠
山
様
と
申
候
鷹
司
前
右
府
様
御
落
飾
と
け

ま
い
ら
せ
ら
れ
候
御
名
隨
楽
様
と
申
候
三
條
前
内
府
殿
御
落
飾

と
け
ら
れ
候
御
名
澹
空
殿
と
申
候
御
事
議
奏
し
ゆ
よ
り
御
と
ゝ

け
あ
り
聞
し
め
さ
れ
候
事（
押
小
路
甫
子
）

大
御
乳
人
に
て
申
出
す
夫
に
付
近
衛

入
道
前
左
府
様
へ
御
き
ぬ
三
匹
黄
金
二
枚
奉
書
に
て
出
さ
る
ゝ

鷹
司
入
道
前
右
府
様
へ
も
同
た
ん
に
て
ま
い
る
三
條
入
道
前
内

府
殿
へ
も
同
た
ん
に
て
出
さ
る
ゝ
…
…

（『
長
橋
』
安
政
六
年
五
月
三
日
条
）

�
三
日

一
近
衛
前
左
府
た
か
司
前
右
府
様
三
條
前
内
府
様
今
日
御
落
飾

の
御
事
御
表
よ
り
申
入
ら
れ
候
極
々
御
内
々
に
而
か
う
尺
文
こ

之
内
に
半
金
一
枚
御
盃
三
枚
重
一
組
御
煙
草
入
一
組
御
文
ち

ん
一
対
入
前
右
府
様
え
参
る
三
条
前
内
府
様
え
同
断
何
れ
も
御

一
は
こ
に
而
参
る
表
向
半
金
二
枚
御
絹
三
疋
つ
ゝ（
女
房
奉
書
）

奉
書
に
而
参

る

（『
押
小
路
』
同
日
条
）

�
�
�
を
比
較
す
れ
ば
、
	
�
�
と
同
様
に
、
大
典
侍
に
よ
る
記
録
に
は

落
飾
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
�
・
�
の
長
橋
局
・
大
御
乳
人

に
よ
る
記
録
に
は
、
落
飾
に
あ
た
っ
て
の
下
賜
品
が
記
さ
れ
、
内
容
的
に
共

通
し
て
い
る
。
御
内
帑
よ
り
、
近
衛
忠
熈
へ
�
尺
文
匣
の
中
に
銀
地
煙
草
入

一
組
・
文
鎮
一
対
・
焼
物
の
三
重
ね
盃
一
組
・
黄
金
（
判
金
）
一
枚
、
鷹
司

輔
熈
へ
�
尺
文
匣
の
中
に
銀
地
煙
草
入
一
組
・
文
鎮
一
対
・
香
合
（
焼
物
の
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�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

御
の
も
し
入
れ
）
一
つ
・
黄
金
一
枚
、
三
條
実
万
へ
�
尺
文
匣
の
中
に
煙
草

入
・
文
鎮
・
黄
金
一
枚
、
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、

表
向
き
に
三
名
へ
女
房
奉
書
に
て
絹
三
疋
・
黄
金
二
枚
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
注
意
し
て
両
日
記
の
記
述
を
比
較
し
て
み
る
と
、
�
は
�
よ
り

銘
々
に
対
す
る
下
賜
品
の
品
目
の
叙
述
が
詳
細
で
あ
り
、
正
確
で
あ
る
こ
と

に
気
付
く
。
�
の
二
重
傍
線
部
の
「
�
尺
文
匣
」
に
対
し
て
、
�
の
二
重
傍

線
で
は
「
黒
ぬ
り
ま
き
絵
こ
う
し
や
く
文
こ
」
と
あ
り
、
黒
塗
の
蒔
絵
が
施

さ
れ
て
い
た
こ
と
ま
で
筆
が
及
ん
で
い
る
。
�
の
四
角
部
分
「
御
煙
草
入
」

に
対
し
て
�
の
四
角
部
分
で
は
「
銀
地
御
た
は
こ
入
」
と
あ
り
、
�
の
点
線

部
「
御
盃
三
枚
重
」
に
対
し
て
�
の
点
線
部
で
は
「
三
つ
重
ね
や
き
物
御

盃
」
と
あ
る
。
何
れ
も
、
�
に
お
い
て
は
品
目
の
様
相
に
ま
で
叙
述
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
�
は
銘
々
へ
の
下
賜
品
が
纏
め
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
�
に

お
い
て
は
其
々
別
々
に
箇
条
書
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
�
で
は
、
三
公

に
対
し
て
同
じ
も
の
が
下
賜
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
�
を
見
て

み
る
と
、
鷹
司
輔
熈
へ
は
�
の
点
線
部
「
御
盃
三
枚
重
」
で
は
な
く
、
�
の

波
線
部
「
や
き
物
御
の
も
し
入
れ
」（
焼
物
の
香
合
）
を
下
賜
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
�
�
と
同
様
、
落
飾
の
経
緯
に
つ
い

て
は
無
関
心
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
関
わ
る
下
賜
品
を
記
録
の
対
象
と
し

て
、
特
に
長
橋
局
に
よ
る
記
録
は
詳
細
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

�
十
八
日
（
徳
川
家
茂
）

大
樹
公
上
洛
中
御
尋
ね
に
御
内
々
取
次
御
使
に
て
か
ら
金
御

火
鉢
一
対
青
籠
に
御
精
進
ま
し
り
の
十
種
の
御
よ
せ（

肴

）

さ
か
な

た
も
ふ
（
睦
仁
親
王
）

親
王
様
よ
り
も
同
人
御
使
に
て
黒
ぬ
り
高
蒔
絵
一

二
の
御
文
こ
の
内
に
銀
の
御
文
具
ぬ
い
つ
ふ
し
御
紙
入
御

二
く
み
御
き
せ
る
二
本
入
ま
り
形
の
御
菓
子
三
つ
参
外
に
親

王
様
よ
り
昨
冬
御
炎
上
の
せ
つ
に
た
ま
は
り
候
御
�
風
も
六

枚
折
一
雙
た
ま
は
り
候
也
御
使
（
口
向
・
執
次
、
土
山
武
宗
）

土
山
淡
路
守
也

（『
長
橋
』
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
二
月
十
八
日
条
）

	
十
八
日

一
大
樹
様
御


留
中
御
尋
に
御
て
あ
ふ
り
一
対
青
籠
七
種
御

精
進
三
種
の
御
肴
取
次
御
使
に
而
参
親
王
様
よ
り
御
ふ
ん

こ
の
内
二
つ
ま
り
形
の
御
菓
子
三
つ
御
炎
上
後
し
ん
せ
ら

れ
候
御
�
風
一
双
今
日
し
ん
せ
ら
れ
御
使
こ
な
た
御
一
所
に

つ
と
め
候

（『
押
小
路
』
同
日
条
）

�
〜
�
と
同
様
で
あ
る
が
、
�
	
を
比
較
し
て
み
て
も
、
�
の
長
橋
局
に

よ
る
記
録
は
下
賜
品
目
の
叙
述
に
つ
い
て
詳
細
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

両
記
事
に
は
、
孝
明
天
皇
よ
り
火
鉢
・
寄
せ
肴
が
、
睦
仁
親
王
（
後
の
明
治

天
皇
）
よ
り
�
風
・
文
匣
二
筥
の
中
に
納
め
ら
れ
た
文
具
・
紙
入
れ
・
煙

管
・
菓
子
が
、
将
軍
徳
川
家
茂
に
下
賜
さ
れ
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。
	
の
二

重
傍
線
部
に
対
し
て
、
�
で
は
二
重
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
唐
金
と
い
う

素
材
の
特
徴
が
現
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
	
の
四
角
部
分
「
御
ふ
ん
こ
」

と
の
み
あ
る
の
に
対
し
て
、
�
で
は
黒
塗
高
蒔
絵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説

明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
	
の
波
線
部
分
で
は
�
風
に
つ
い
て
「
一
双
」

と
の
み
記
し
て
あ
る
が
、
�
で
は
六
曲
で
あ
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

	
で
は
�
の
点
線
部
分
が
抜
け
て
い
る
こ
と
や
、
�
で
は
口
向
の
執
次
で
あ

る
土
山
淡
路
守
武
宗
が
使
役
で
あ
る
旨
を
明
示
し
て
い
る
点
に
注
目
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、
大
典
侍
・
長
橋
局
・
大
御
乳
人
の
記
録
の
中
で
、
何
故
に
長
橋

局
の
記
録
が
特
に
下
賜
品
や
献
上
品
の
叙
述
に
お
い
て
詳
細
に
及
ん
で
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
長
橋
局
の
職
掌
に
触
れ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

四

後
光
明
天
皇
の
践
祚
に
際
し
、
幕
府
の
朝
廷
統
制
管
理
強
化
の
一
環
と
し
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て
「
禁
裏
附
」（
御
附
・
御
附
武
家
と
も
）
と
い
う
職
制
が
設
け
ら
れ
、
口

向
の
監
督
を
任
務
と
し
た
。
旗
本
二
名
が
派
遣
さ
れ
、
所
司
代
の
指
揮
を
受

け
て
、
執
次
（
廷
臣
）・
賄
頭
（
御
家
人
）・
勘
使
兼
御
買
物
方
（
御
家
人
・

廷
臣
）・
御
膳
番
（
廷
臣
）・
修
理
職
（
以
下
、
廷
臣
）・
賄
方
・
板
元
諸

役
・
鍵
番
・
奏
者
番
・
使
番
番
頭
・
小
間
使
の
口
向
諸
役
人
を
配
下
と
し
、

禁
裏
の
用
部
屋
に
詰
め
て
禁
中
の
経
費
出
納
管
理
・
禁
門
警
備
・
公
家
衆
の

監
督
な
ど
に
当
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
朝
廷
運
営
の
一
翼
を
担
う
禁
裏
附
に
対

し
て
、
次
の
よ
う
な
職
務
規
範
が
幕
府
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
徳
川
禁
令
考
』
の
「
禁
裏
附
役
人
令（
１２
）

條
」
に
、

�

條
々

一
禁
中
方
之
儀
、
長
橋
局
、
両
伝
奏
江
伺
之
上
、
先
規
之
御
作
法
を
相

守
へ
し
、
勿
論
萬
事
周
防
守
（
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
―
※
北
上

注
）
可
得
指
図
事
、

…
…
略
…
…
、

一
萬
御
賄
方
�
被
下
物
之
儀
、
大
乳
人
と
両
人
相
談
い
た
し
、
可
申
付

之
、
自
然
分
別
に
お
よ
ひ
か
た
き
所
は
、
周
防
守
可
致
相
談
事
、

…
…
略
…
…
、

一
萬
入
用
お
も
て
お
く
共
に
、
其
役
人
之
手
前
を
両
人
相
改
、
是
又
年

切
に
勘
定
き
わ
め
さ
せ
、
周
防
守
に
帳
面
見
せ
可
申
事
、

一
堂
上
�
女
中
方
、
地
下
諸
役
人
に
至
る
�
、
先
規
之
作
法
を
相
背
者

勿
論
、
そ
の
外
何
に
て
も
新
規
に
め
つ
ら
し
き
事
有
之
は
、
周
防
守

ニ
申
届
之
、
江
戸
江
可
言
上
事
、

右
條
々
、
可
相
守
此
旨
者
也
、

寛
永
二
十
年
九
月
朔
日

家

光

黒
印

�
原
三
郎
右
衛
門
と
の
へ

中
根
五
兵
衛
と
の
へ

條
々

一
禁
中
方
之
儀
、
長
橋
局
、
両
伝
奏
江
伺
之
、
先
規
之
御
作
法
可
相
守

之
、
勿
論
板
倉
周
防
守
、
牧
野

佐
渡
守
（
所
司
代
・
牧
野
親
成
―
※
北
上
注
）
可
得
指
図
事
、

…
…
略
…
…
、

一
萬
御
遣
用
表
方
御
内
々
共
ニ
、
長
橋
局
を
以
被
仰
出
之
儀
、
如
先
規

無
疎
略
可
申
付
之
、
自
然
新
規
之
被
仰
出
在
之
而
、
両
人
難
及
分
別

者
、
周
防
守
、
佐
渡
守
可
致
相
談
事
、

…
…
略
…
…
、

承
応
四
年
正
月
十
一
日

家

綱

黒
印

高
木
伊
勢
守
と
の
へ

青
木
新
五
兵
衛
と
の
へ

條
々

一
禁
中
方
之
儀
、
長
橋
局
、
両
伝
奏
江
伺
之
、
先
規
之
御
作
法
を
守
る

へ
し
、
勿
論
萬
事
所
司
代
可
受
指
図
事
、

…
…
略
…
…
、

一
萬
御
遣
方
内
外
共
二
、
以
長
橋
局
被
仰
出
之
儀
、
如
先
規
無
疎
略
可

申
付
之
、
自
然
新
儀
被
仰
出
有
之
而
於
難
及
分
別
者
、
所
司
代
可
致

相
談
事
、

…
…
略
…
…
、

寛
保
二
壬
戌
年
原
書
欠
月
日
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と
見
え
、
禁
裏
附
の
設
け
ら
れ
た
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、
後
西
天
皇

が
即
位
さ
れ
た
承
応
四
年
（
一
六
五
五
）、
桜
町
天
皇
代
の
寛
保
二
年
（
一

七
四
二
）
に
発
布
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
朝
廷
経

営
の
中
で
も
勝
手
向
き
に
関
し
て
は
、
長
橋
局
に
よ
っ
て
取
り
仕
切
ら
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、
幕
府
は
、
従
来
の
長
橋
局
に
よ
る
口
向
管
理
体
制
を
維
持

さ
せ
つ
つ
、
そ
こ
に
禁
裏
附
と
い
う
幕
臣
を
介
在
さ
せ
て
、
長
橋
局
の
職
務

を
補
佐
さ
せ
る
と
と
も
に
朝
廷
を
統
制
す
る
と
い
う
新
体
制
を
確
立
し
た
の

で
あ
る
。
石
川
和
外
氏
は
、
禁
裏
附
に
よ
る
口
向
諸
役
人
の
支
配
に
つ
い
て
、

人
事
に
お
い
て
は
長
橋
局
の
裁
決
を
受
け
て
禁
裏
附
が
指
令
す
る
仕
組
み
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ（
１３
）

る
。
こ
の
よ
う
に
、「
表
」
に
お
け
る
武
家

伝
奏
、「
御
内
儀
」「
口
向
」
に
お
け
る
長
橋
局
・
禁
裏
附
の
三
者
に
よ
っ
て

実
質
的
に
朝
廷
が
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
府
に
よ
っ
て
法

的
に
長
橋
局
の
職
権
が
保
障
さ
れ
た
と
も
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
表
向
一

切
を
取
り
仕
き
る
武
家
伝
奏
の
任
免
権
は
実
質
的
に
幕
府
側
に
あ
り
、
廷
臣

で
あ
り
な
が
ら
、
就
任
に
際
し
幕
府
に
対
し
て
誓
紙
血
判
す
る
こ
と
は
、
人

口
に
膾
炙
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
公
武
両
属
的
な
性
格
を
帯
び
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
武

家
伝
奏
と
と
も
に
経
営
に
参
画
す
る
長
橋
局
に
対
し
て
も
、
斯
く
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
権
利
を
得
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
し
て
義

務
を
負
う
こ
と
と
な
り
、
禁
中
女
官
で
あ
る
長
橋
局
は
、
幕
府
に
対
し
て
職

責
を
負
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

�
当
長
橋
知
行
米
被
成
御
渡
由
候
間
、
請
取
候
而
当
長
橋
江
相
渡
、
前
長

橋
宛
行
者
、
院
御
所
御
局
之
並
之
知
行
程
可
相
渡
申
事
、

（
寛
永
七
年
七
月
十
三
日
、「
御
即
位
ニ
付
御
條
目
所
司
代
江
達
」（『
徳

川
禁
令
考
』））

�
の
史
料
は
、
明
正
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
、
幕
府
よ
り
京
都
所
司
代
に

下
さ
れ
た
制
法
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
条
文
か
ら
、
長
橋
局
に
は
、
女
官
と

し
て
の
知
行
の
他
に
、
幕
府
よ
り
役
料
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
長
橋
局
が
公
武
両
属
的
で
あ
る
の
も
、
こ
の
条
文
か
ら
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

�
一（
徳
川
家
重
）

大
樹
公
御
出
座
、〈
白
書
院
、
紫
直
垂
、〉
禁
中
（
桃
園
天
皇
）
よ
り

御
太
刀
目
録
同
役
（
武
家
伝
奏
・
柳
原
光
綱
）
取
之
参
進
、
予
同
列
、

〈
御
太
刀
折
紙
、
於
桜
間
、
能
登
守
進
同
役
、〉
両
人
昇
上
段
、
述
仰
、

〈
年
頭
之
御
祝
儀
被
仰
入
候
、〉
公
謹
被
奉
之
御
頂
戴
、
被
仰
忝
由
且
御

安
全
珍
重
之
由
、〈
両
人
平
伏
承
之
、〉
退
、
次

女
院
（
二
條
舎
子
）

よ
り
黄
金
〈
信
濃
守
渡
之
於
予
、〉
予
取
之
参
進
、
同
役
同
列
昇
上
段
、

進
之
、
述
仰
、〈
女
院
よ
り
年
頭
之
御
祝
儀
被
仰
進
候
、〉
無
御
頂
戴
、

且
無
言
、
両
人
退
去
、
…
…
略
…
…
、

一
大
樹
公
更
御
出
座
、〈
中
座
、
亜
相
公
（
徳
川
家
治
）
左
方
横
座
、〉

摂
家
・
門
跡
方
使
者
対
顔
、
高
家
相
替
披
露
之
、
…
…
略
…
…
、
次

（
梅
園
邦
子
）

長
橋
よ
り
進
物
、
中
奥
持
参
、
披
露
之
、
…
…
略
…
…
、

（『
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
』
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
三
月
二
日

条
）

�
の
史
料
は
、
記
主
で
あ
る
武
家
伝
奏
・
広
橋
兼
胤
が
年
頭
勅
使
と
し
て

関
東
に
下
向
し
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
将
軍
・
徳
川
家
重
と
の
「
対
顔
儀
」

に
臨
ん
で
、
禁
中
・
女
院
よ
り
の
年
頭
祝
儀
が
伝
え
ら
れ
、
摂
家
・
門
跡
の

使
者
と
の
謁
見
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、

長
橋
局
よ
り
将
軍
へ
献
物
が
行
わ
れ
て
い
る
。
年
頭
勅
使
の
関
東
下
向
は
毎

年
恒
例
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
摂
家
・
門
跡
の
使
者
と
の
謁
見

に
続
い
て
必
ず
長
橋
局
よ
り
の
献
物
披
露
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

―３８―



ら
も
、
長
橋
局
と
幕
府
と
の
密
接
な
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
次
に
掲
げ
る
史
料
を
見
て
行
き
た
い
。

�
廿
二
日

御
き
嫌
よ
く
御
拝
五
月
御
参
り
有
（
一
條
忠
香
）

一
条
左
府
様
へ
三
十
枚

（
二
條
齊
敬
）

内
府
様
へ
半
金
一
枚

（
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
）

帥
宮
様
へ
二
十
枚
先
々
此
比
異
国
御
静
謐
に
付
進
し
ら
れ
候

（
奥
）

お
く
の
文
に
て
出
る

（『
中
山
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
五
月
二
十
二
日
条
）

�
廿
二
日

ひ
と
ゐ
よ
り
異
国
一
け
ん
に
付
た
ん
�
�
御
心
配
御
く
ろ
う

に
御
ほ
し
め
し
先
此
こ
ろ
に
て
は
御
静
ひ
つ
に
成
ら
せ
ら
れ

候
め
て
度
御
ま
ん
そ
く
に
お
ほ
し
め
し
候
て（
九
條
尚
忠
）

関
白
様
へ
黄
金

五
枚
御
一
箱
に
て
進
せ
ら
れ（
一
條
忠
香
）

一
條
左
府
様
へ
白
か
ね
三
十
枚

（
二
條
齊
敬
）

二
條
内
府
様
へ
黄
金
一
枚（
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
）

帥
宮
様
へ
白
か
ね
廿
枚
進
せ
ら
れ

候
両
役
人
し
ゆ
七
人
へ
黄
金
二
枚
つ
ゝ
下
さ
る
ゝ
別
た
ん
に

極
々
御
内
々
御
手
つ
か
ら
（
久
我
建
通
）

久
我
大
納
言
殿
（
中
山
忠
能
）

中
山
大
納
言
殿

（
正
親
町
三
條
実
愛
）

正
親
町
三
條
中
納
言
へ
銀
地
つ
ゝ
れ
織
御
紙
入
御
く
み
物
の

う
ち
に
黄
金
二
枚
入
下
さ
る
ゝ（
飛
鳥
井
雅
典
）

飛
鳥
井
侍
従
殿
へ
金
十
両
下

さ
る
ゝ
列
参
の
堂
上
八
十
四
人
へ
金
二
両
つ
ゝ
下
さ
る
ゝ
別

段
建
白
の
堂
上
六
人
へ
同
五
百
匹
つ
ゝ
同
三
拾
両
列
参
非
蔵

人
五
十
二
人
へ
下
さ
る
ゝ
勤
番
堂
上
百
九
十
二
人
へ
同
二
百

匹
つ
ゝ
下
さ
る
ゝ
（
八
條
隆
祐
）

八
條
前
宰
相
同
五
百
匹
下
さ
る
ゝ

（
萬
里
小
路
正
房
）

萬
里
小
路
前
大
納
言
殿
へ
金
二
十
両
御
内
々
下
さ
る
ゝ

（
大
原
重
徳
）

大
原
三
位
殿（
千
種
有
文
）

千
種
少
将
殿（
岩
倉
具
視
）

岩
倉
侍
従
殿（
富
小
路
敬
直
）

富
小
路
中
務
大
輔
殿

右
同
た
ん
つ
ゝ
下
さ
る
ゝ
嘉
永
七
年
御
炎
上
の
節
関
東
よ
り

一
萬
両
献
上
の
う
ち
五
千
両
に
て
下
さ
る
ゝ

（『
長
橋
』
同
日
条
）

�
廿
二

一
御
拝
有
内
侍
所
当
月
御
参
り
御
肴
一
折
御
鈴
参
当
月
の
御
鈴

宰
相
典
侍
様
督
典
侍
様
少
将
内
侍
様
越
後
殿
よ
り
上
ら
る
ゝ

御
く
ま
進
上

一
今
日
壬
生
東
寺
因
幡
薬
師
御
代
参
駿
河
と
の
参
ら
れ
候

（『
押
小
路
』
同
日
条
）

�
は
、
攘
夷
問
題
に
精
勤
し
た
廷
臣
に
対
し
て
の
下
賜
金
に
つ
い
て
の
記

事
で
あ
る
。
大
典
侍
の
�
に
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
簡
単
な
記
載
で
あ
り
、

大
御
乳
人
の
�
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

�
で
は
、
傍
線
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
、
下
賜
金
の
出
所
が
明
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
嘉
永
七
年
の
禁
裏
焼
失
の
際
に
幕
府
よ
り
献
進

さ
れ
た
残
余
を
分
配
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
萬
御
遣
方
内
外
共
ニ
、

以
長
橋
局
被
仰
出
」
と
い
う
職
責
を
幕
府
よ
り
付
与
さ
れ
た
長
橋
局
に
と
っ

て
、
違
失
な
く
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
証
し
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
記
録
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
勢
い
、「
関
東
」
す
な
わ
ち
幕
府
に
視
点

が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

�
三
日

御
機
嫌
よ
く
御
祝
き
の
ふ
に
同
し
中
務
�
宮
様
御
初
御
礼
長
橋

車
よ
せ
よ
り
御
参
常
御
所
に
て
二
こ
ん
の
御
さ
か
つ
き
御
は
い

せ
ん
何
も
男
か
た
さ
ら
む
し
ろ
（＝

さ
し
む
し
ろ
（
差
筵
）

か
）
御
対
面
も
あ
り

（『
中
山
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
正
月
三
日
条
）

�
三
日

…
…
前
略
…
…
此
度
御
慶
事
（＝

和
宮
親
子
内
親
王
降
嫁
―
※

北
上
注
）
何
か
た
ん
�
�
色
々
の
御
事
に
て
御
内
儀
向

（

莫

大

）

は
く
た
い
の
御
入
用
多
く
候
に
付
昨
冬
関
東
へ
金
五
千
両
上
り

候
様
仰
立
ら
れ
候
所
御
餘
儀
無
御（
訳

柄

）

わ
け
か
ら
ゆ
へ
仰
立
ら
れ
五

―３９―



千
両
の
内
半
減
金
貳
千
五
百
両
何
か
の
御
用
途
と
し
て
此
度
限

り
別
た
ん
献
上
候
よ
し
関
東
よ
り
年
寄
と
も
の
書
取
（＝

老
中

連
署
奉
書
―
※
北
上
注
）
に
て
傳
奏
し
ゆ
よ
り
ひ
ろ
う
あ
り
…

…
後
略
…
…

（『
長
橋
』
同
日
条
）

�
一
御
祝
き
の
ふ
に
お
な
し
朝
か
れ
い
あ
せ
ち
の
す
け
様
衛
門
内
侍
様
越

後
殿
…
…
後
略
…
…

（『
押
小
路
』
同
日
条
）

�
は
、
仁
孝
天
皇
皇
女
・
和
宮
親
子
内
親
王
降
嫁
の
一
件
で
御
内
儀
よ
り

莫
大
な
出
費
を
強
い
ら
れ
た
の
で
五
千
両
の
無
心
を
幕
府
に
申
し
立
て
、
結

果
と
し
て
、
二
千
五
百
両
を
幕
府
よ
り
進
献
す
る
旨
の
老
中
連
署
奉
書
が
武

家
伝
奏
よ
り
披
露
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
�
�
に
は
、
こ
の
件
に
関

し
て
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
も
、
�
は
長
橋
局
の
職
掌
に
則

し
た
内
容
で
あ
り
、
�
の
記
事
と
合
わ
せ
て
み
て
も
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ

の
一
種
の
「
金
銭
出
納
帳
」「
会
計
報
告
書
」
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
斯
く
考
え
る
根
拠
を
示
す
な
ら
ば
、
�
の
史
料
の
波
線

部
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
禁
中
に
お
け
る
出
納
は
、
表
向
・
御
内
儀
と

も
に
、
そ
の
執
行
情
況
を
禁
裏
附
が
監
督
し
、
年
度
末
に
決
算
し
、
そ
の
出

納
簿
を
京
都
所
司
代
に
提
出
す
べ
き
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
出
納
簿
の
下
地
と
な
る
も
の
が
、
長
橋
局
に
よ
る
記
録
や
長
橋

局
（
殿
舎
）
に
お
い
て
口
向
を
総
轄
し
た
執
次
に
よ
る
「
長
橋
殿
雑
記
」

「
長
橋
雑
記
」「
禁
裏
執
次
所
日（
１４
）

記
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
執
次
」

と
は
、
廷
臣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
地
下
官
人
が
兼
帯
し
た
。
御
内
儀
・
口

向
を
掌
握
し
た
長
橋
局
の
下
で
、
口
向
諸
役
人
（
廷
臣
・
幕
臣
）
を
統
括
し
、

口
向
の
出
納
管
理
・
会
計
事
務
に
従
事
し
た
。

「
長
橋
殿
雑
記
」「
長
橋
雑
記
」
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、「
禁
裏
執
次

所
日
記
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

�
廿
八
日
〈
戊
申
〉
陰

…
…
略
…
…

一

新
御
料
百
姓
八
朔
御
礼

昆
布

一
折
〈
三
〉

志
津
川
村

鯣

一
折
〈
二
〉

惣
代

御
�

一
荷

松

以
上

昆
布

一
折
〈
五
〉

宇
治
田
原
村

鯣

一
折
〈
五
〉

惣
代

御
�

一
荷

高
屋
平
兵
衛

以
上

昆
布

一
折
〈
五
〉

和
束
村

鯣

一
折
〈
五
〉

惣
代

御
�

一
荷

田
村

以
上

右
如
例
年
献
上
御
末
ヲ
以
奥
ヘ
上
於
廊
下
江

（「
禁
裏
執
次
所
日
記
」
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
七
月
二
十
八
日
条
）

�
の
史
料
は
、
八
朔
（
田
の
実
・
憑
と
も
）
に
際
し
て
の
禁
裏
御
領
所
よ

り
の
献
上
品
に
つ
て
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
御
領
地
の
惣
代
よ
り
長
橋

奏
者
所
に
届
け
ら
れ
、
執
次
に
よ
っ
て
品
目
・
数
量
・
献
上
者
が
記
録
さ
れ

た
後
に
、
御
末
の
女
官
に
よ
っ
て
御
内
儀
（
長
橋
局
）
に
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
禁
裏
執
次
所
日
記
」
は
全
体
的
に
斯
様
な
体
裁
で
あ
り
、「
日
記
」
と
い
う

よ
り
は
、「
帳
簿
」
と
い
う
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
近
世
初
期
の
女
房
日
記
で
あ
る
『
御
湯
殿
』
に
も
共

通
し
て
言
え
る
。

�
廿
日
。〈
は
る
ゝ
。〉（
播

磨

）

は
り
ま
の（

松

平

侍

従

）

ま
つ
た
い
ら
し
ゝ
う
（＝

池
田
輝
政
―

―４０―



※
北
上
注
）（
�

燭

）

ら
う
そ
く
千
丁
し
ん
上
申
。
ひ
ろ
は
し
（＝

武
家
伝
奏
・

広
橋
兼
勝
―
※
北
上
注
）。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
（＝

武
家
伝
奏
―
勧
修
寺

光
豊
―
※
北
上
注
）
ひ
ろ
う
あ
り
。（
長

橋

）

な
か
は
し
よ
り
両
人
（＝

武
家
伝

奏
両
名
―
※
北
上
注
）
ま
て
文
い
つ
る
。

（『
御
湯
殿
』
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
十
月
二
十
日
条
）

�
十
八
日
。〈
は
る
ゝ
。〉（
徳
川
和
子
）

東
福
門
院
御
一
回
忌
ニ

付
将
く
ん
家
よ
り

（
高
家
・
畠
山
貞
政
）

は
た
け
山
下
総
の
ほ
せ
ら
れ
。

（

清

涼

）

せ
い
り
や
う
殿
に
て
御
た
い
め
ん
有
。
御（
昆
布
・
鮑
）

こ
ふ
あ
わ
に
て
御（

盃

）

さ
か
つ
き

ま
い
る
。（
天

盃

）

て
ん
は
い
た
ふ
。
御
太
刀
。
馬
代
白
か
ね
十
両
進
上
。
長
橋

（

奏

者

）

そ
う
し
や
所
に
て
は
た
け
山
下
総
ニ
御
い
と
ま
下
さ
る
ゝ
。
白
か
ね
二

十
両
く
た
さ
る
ゝ
。（
所
司
代
・
戸
田
忠
昌
）

戸
田
越
前
の
守
へ
は
な
。
御
さ
か
な
下
さ
る
ゝ
。

（『
御
湯
殿
』
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
六
月
十
八
日
条
）

�
は
、
播
州
姫
路
城
主
・
池
田
輝
政
が
禁
裏
へ
�
燭
千
丁
を
献
上
し
、
武

家
伝
奏
よ
り
長
橋
局
を
経
て
後
陽
成
院
に
披
露
さ
れ
、
長
橋
局
よ
り
武
家
伝

奏
に
池
田
輝
政
宛
の
女
房
奉
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続

い
て
�
は
、
後
水
尾
院
の
中
宮
で
あ
っ
た
徳
川
和
子
の
一
回
忌
に
際
し
て
、

幕
府
よ
り
高
家
・
畠
山
貞
政
が
指
し
上
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
清

涼
殿
に
て
対
面
・
盃
事
が
行
わ
れ
、
高
家
よ
り
太
刀
と
馬
代
の
銀
十
両
が
献

上
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
橋
奏
者
所
に
於
い
て
長
橋
局
よ
り
高
家
に
対

し
て
帰
府
の
許
し
が
言
い
渡
さ
れ
、
高
家
に
銀
二
十
両
、
所
司
代
に
花
と
肴

が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
�
�
と
も
、
献
上
品
・
下
賜
品
が
記
録
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
女
房
日
記
と
い
え
ど
も
幕
府
や
武
家
に
視
点
が
向

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�
十
二
日
。〈
は
る
ゝ
。〉（
奈
良
）

な
ら
の（

中

東

）

な
か
ひ
か
し（
柿

）

か
き
の（
鬚

籠

）

ひ
け
こ
し
ん
上
申
。

く
わ
ん
し
ゆ
寺
大
納
言
申
つ
き
也
。
山
し
な
の
御（

代

官

衆

）

た
い
く
わ
ん
し
ゆ
ま

い
り
候
て
。
御（

料

）

り
や
う
所（
今

度

）

こ
ん
と
の（
陣

）

ち
ん
に
み
な
�
�（
陣

取

り

）

ち
ん
と
り
て
あ

ら
し
申
候
よ
し
。
長
は
し
ま
て
ま
い
り
て
御
あ
ん
な
い
申
。
す
な
は
ち

（

勧

修

寺

）

く
わ
ん
し
ゆ
寺
め
し
て
。（
毛
利
輝
元
）

て
る
も
と
へ（
別

儀

）

へ
ち
き
な
き
や
う
に
と
仰
く
た

さ
る
る
也
。（『

御
湯
殿
』
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
十
二
日
条
）

�
は
、
春
日
社
社
家
・
中
東
家
よ
り
竹
で
編
ん
だ
鬚
籠
に
納
め
ら
れ
た
柿

が
献
上
さ
れ
た
こ
と
と
共
に
、
禁
裏
御
料
所
の
山
科
七
郷
（
山
城
国
宇
治

郡
・
草
高
六
千
三
百
石（
１５
）

余
）
が
関
ヶ
原
の
戦
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
て
し
ま
っ

た
由
を
代
官
よ
り
長
橋
局
ま
で
注
進
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
長
橋

局
は
注
進
に
対
し
て
、
武
家
伝
奏
で
あ
る
勧
修
寺
光
豊
を
呼
び
出
し
、
五
大

老
の
毛
利
輝
元
に
改
善
を
講
じ
る
よ
う
に
と
の
命
令
を
下
し
て
い
る
。
献
上

品
な
ど
の
出
納
を
は
じ
め
と
し
て
御
料
所
の
管
理
な
ど
、
武
家
伝
奏
と
と
も

に
朝
廷
運
営
を
行
う
長
橋
局
の
姿
が
強
く
表
れ
る
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

�
十
六
日

…
…
前
略
…
…
只
今
�
関
白
職
以
下
任
職
等
之
儀
宣
下
以
前

御
内
慮
被
仰
出
候
得
共
以
来
右
御
内
慮
御
辞
退
被
遊
度
就
て

は
向
後
被
宣
下
候
後
其
段
被
仰
出
候
様
被
遊
度
と
の
御
事
に

候
よ
し
傳
奏
し
ゆ
へ
の
書
取
に
て
ひ
ろ
う
あ
り

（『
長
橋
』
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
二
月
十
六
日
条
）

�
は
、
徳
川
幕
府
が
朝
廷
統
制
の
枢
要
と
し
て
開
幕
以
来
保
持
し
て
き
た

摂
政
関
白
・
武
家
伝
奏
・
議
奏
職
な
ど
の
任
免
権
を
実
質
上
放
棄
す
る
旨
の

報
告
を
長
橋
局
が
武
家
伝
奏
を
通
し
て
受
け
て
上
奏
し
た
旨
が
示
さ
れ
て
い

る
。
御
内
儀
や
口
向
に
関
す
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
表
向
に
関
す
る
こ
と
も
記

録
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
幕
府
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
摂
関
・

武
家
伝
奏
・
長
橋
局
に
よ
る
朝
廷
運
営
体
制
の
存
続
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

公
武
両
属
的
な
長
橋
局
に
と
っ
て
、
記
録
す
べ
き
対
象
と
さ
れ
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。

�
四
日

酒
井
雅
楽
頭
事
先
月
�
日
江
戸
表
発
途
軍
艦
に
て
上
京
の
旨
年

寄
と
も
よ
り
申
越
候
よ
し
ひ
ろ
う
あ
り
方
今
当
地
不
穏
形
勢
の

旨
関
東
に
て
被
致
承
知
候
付
御
警
衛
松
平
下
総
守（
阿
部
正
耆
）

阿
部
播
磨
守

（
戸
沢
正
実
）

戸
沢
上
総
介
支
度
出
来
次
第
急
々
上
京
可
致
旨
申
付
候
右
は
当

時
の
形
勢
於
関
東
深
心
配
被
致
候
付
御
所
向
御
警
衛
等
此
上
一

際
御
手
厚
被
致
度
候
付
右
三
人
上
京
被
申
付
候
此
段
御
両
�
へ

御
達
申
候
様
年
寄
共
よ
り
申
越
候
よ
し
ひ
ろ
う
あ
り

（『
長
橋
』
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
九
月
四
日
条
）

�
十
八
日

今
朝
六
ツ
半
頃
御
小
座
敷
御
前
に
て（
二
條
齊
敬
）

関
白
様（
中
川
宮
朝
彦
親
王
）

尹
宮
様
大
す
け

殿
長
橋
を
め
し
長
州
の
は
ん
中
此
度
の
願
ゆ
る
さ
れ
す
候
せ

つ
に
は
い
か
様
の
事
も
致
候
半
も
計
か
た
く
候
よ
し
に
て
右

の
よ
し
両
人
へ
心
得
候
様
の
御
事
に
あ
ら
せ
ら
れ
候
…
…
中

略
…
…
長
州
の（
藩

）

は
ん
中（
叡

）

ゑ
い
慮
に
そ
む
き
八
は
た
山
崎
邊
に

陣
た
て
を
致
候
て
お
ひ
た
ゝ
し
く
籠
り
居
候
ま
ゝ
と
ふ
そ

�
�
御
さ
た
の
御
と
を
り
に
つ
ゝ
し
み
御
請
申
入
候
て
と
ふ

そ
�
�
天
下
泰
平
世
上
一
同
お
た
や
か
に
て
な
を
�
�
御
機

嫌
よ
く
御
壽
命
御
長
久
様
の
様
に
内
侍
所
へ
御
祈
�
仰
付
ら

れ
御
初
穂
白
か
ね
七
枚
参
る
御
く
ま
ま
い
る

（『
長
橋
』
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
十
八
日
条
）

�
�
と
も
に
、
幕
末
の
容
易
な
ら
ざ
る
政
局
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
特

に
�
に
注
目
し
て
み
た
い
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
十
九
日
に
勃
発

す
る
禁
門
の
変
の
前
日
の
記
事
で
あ
る
。
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
変
以

後
、
京
都
で
の
地
位
が
低
下
し
た
長
州
藩
は
、
形
成
�
回
の
た
め
藩
主
父
子

の
雪
�
・
尊
攘
派
七
�
の
赦
免
を
願
っ
た
が
不
許
可
と
な
る
。
さ
ら
に
元
治

元
年
六
月
、
池
田
屋
事
件
で
藩
士
が
殺
さ
れ
た
た
め
、
福
原
越
後
・
国
司
信

濃
・
益
田
右
衛
門
介
ら
三
家
老
が
兵
を
率
い
て
上
京
し
て
、
会
津
・
�
摩
両

藩
の
兵
と
京
都
御
所
の
蛤
御
門
付
近
で
戦
い
と
な
る
。
斯
く
風
雲
急
を
告
げ

る
緊
迫
し
た
禁
中
の
様
子
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
御
常
御
殿
の

御
小
座
敷
に
関
白
・
二
條
齊
敬
、
中
川
宮
朝
彦
親
王
と
と
も
に
女
官
で
あ
る

大
典
侍
・
中
山
績
子
、
長
橋
局
・
花
園
総
子
を
召
し
て
、
今
後
の
方
策
に
つ

い
て
勅
問
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
記
に
値
し
よ
う
。
朝
廷
運
営
に
実
質

的
に
携
わ
り
、
公
武
間
の
交
渉
を
行
い
、
時
局
を
熟
知
し
て
い
る
長
橋
局
で

あ
る
か
ら
こ
そ
勅
問
に
与
っ
た
訳
で
あ
る
。
勢
い
記
録
の
対
象
が
政
局
に
ま

つ
わ
る
も
の
に
向
け
ら
れ
る
の
も
頷
け
よ
う
。

五

こ
れ
ま
で
、
大
典
侍
・
長
橋
局
・
大
御
乳
人
に
よ
る
記
録
を
比
較
検
討
し

て
き
た
。
�
で
確
認
し
た
よ
う
に
時
局
に
つ
い
て
の
勅
問
に
与
っ
た
三
頭
の

上
首
で
あ
る
大
典
侍
の
記
録
は
詳
細
を
極
め
ず
、
簡
単
な
記
述
に
終
始
し
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
記
事
を
見
て
み
た
い
。

�
廿
五
日

御
き
嫌
御
よ
し
�
�
将
軍
宣
下
御
す
る
�
�
済
関
東
使
御
対

面
御（
服

）

ふ
く
男
か
た
酒
井

（

雅

楽

頭

）

う
た
の
か
み（
高

家

）

こ
う
け
宮
原
摂
津
守
大
す
け
へ
も
白
か
ね
五
枚

返
し
御
ま
な
一
折
け
ん
上
物
何
か
長
橋
殿
御 （

留

）

と
め
に
委
し

（『
中
山
』
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
正
月
二
十
五
日
条
）

�
は
、
十
四
代
将
軍
・
徳
川
家
茂
の
将
軍
宣
下
が
行
わ
れ
、
幕
府
よ
り
御

礼
と
し
て
高
家
が
指
し
上
さ
れ
た
一
件
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
献
上
物
な
ど
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、

長
橋
局
の
記
録
に
譲
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
長
橋
局
に
よ
る
記
録

―４２―



が
如
何
な
る
性
格
を
持
つ
も
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
橋
局
に

よ
る
記
録
は
、
主
に
進
献
な
ど
の
出
納
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
個
人
的
な
備
忘
録
で
は
く
供
覧
さ
れ
る
公
的
な
記
録
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
大
典
侍
の
記
録
で
は
関
東
使
よ
り
の
進
献
に
つ

い
て
は
省
略
さ
れ
、
長
橋
局
の
記
録
に
譲
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。

�
二
日

今
日（
�
州
・
島
津
久
光
）

さ
つ
州
よ
り
献
上
米（
中
山
績
子
）

大
す
け
殿
は
し
め（
女
蔵
人
・
生
島
朝
子
）

す
る
か
殿
�
十
石

つ
ゝ
拝
領
御
兒
両
人
七
石
つ
ゝ（
明
治
天
皇
生
母
・
中
山
慶
子
）

新
宰
相
殿
九
石
三
仲
間
廿
三
人

六
石
つ
ゝ
隠
居
大
瀧
へ
五
石
御
雇
二
人
茶
く
み
四
石
つ
ゝ

（

櫃

司

）

ひ
つ
か
さ
二
人
三
石
つ
ゝ
仲
居
二
人
二
石
つ
ゝ
御（

雇

）

や
と
ひ
二
人

一
石
つ
ゝ
下
さ
る
ゝ（
睦
仁
親
王
女
房
・
上
�
・
四
�
清
子
）

高
松
殿
は
し
め
お
八
を
御
れ
う
人
は
し
め

お
ま
き
御
れ
う
人
は
し
め（
薙

髪

）

ち
は
つ
の
し
ゆ
�
も
夫
々
下
さ
る
ゝ

書
付
は
別
に
委
し
く
と
め
置
候
な
り

（『
長
橋
』
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
十
一
月
二
日
条
）

�
十
九
日

当
春
大
樹
公
上
洛
に
付
御
所
邊
御
手
薄
の
儀
見
聞
深
恐
入
以

来
乍
聊
十
五
萬
俵
上
納
の
旨
言
上
有
之
候
就
て
は
諸
臣
一
同

へ
年
々
可
頒
賜
旨
仰
出
さ
れ
候
に
付
…
…
・
中
略
…
…
此
ほ

か
地
下
向
お
ひ
た
ゝ
し
く
候
へ
と
も
別
帳
に
悉
し

（『
長
橋
』
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
七
月
十
九
日
条
）

�
は
、
�
摩
の
島
津
久
光
よ
り
禁
裏
に
一
万
石
が
進
献
さ
れ
、
女
官
一
統

に
分
配
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
�
は
幕
府
よ
り
の
十
五

万
俵
進
献
に
際
し
て
の
堂
上
・
地
下
に
対
す
る
分
配
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
傍
線
部
に
見
え
る
よ
う
に
、
別
記
が
作
成
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
別
記
と
は
一
体
如

何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。

宮
内
庁
書
陵
部
に
禁
裏
附
の
下
で
実
質
的
に
口
向
を
総
轄
し
た
執
次
に
よ

る
記
録
が
遺
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
勢
多
章
宜
に
よ
る
「
長
橋
雑
記
」

（
寛
政
年
間
、
函
号
二
五
二
―
二
二
）、
勢
多
章
武
に
よ
る
「
長
橋
殿
雑
記
」

（
天
保
十
年
〜
十
三
年
、
函
号
二
五
二
―
二
七
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
献

上
物
や
下
賜
品
の
品
目
・
数
量
・
宛
名
を
箇
条
書
き
に
記
し
た
出
納
帳
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
�
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

�
御
引
移
御
当
日

（
光
格
天
皇
）

上
様

（
後
桜
町
院
）

仙
洞
様

（
恭
礼
門
院
・
一
條
富
子
）

大
宮
様

右
生
鯛
一
折
つ
ゝ

但
御
ま
な
は
お
阿
茶
え
御
頼

御
文
は
右
京
大
夫
に
御
頼

御
使
は
御
阿
茶
え
斗
に
て
御
使
番
参
也

倫
宮
様

欽
宮
様

右
�

一
折

三
連
つ
ゝ

臺
四
立
脚

御
局
に
て
お
調
﹇

﹈

（「
長
橋
雑
記
」
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
六
月
二
十
五
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
長
橋
奏
者
所
に
届
け
ら
れ
た
献
上
物
や
長
橋
局
か
ら
出
さ

れ
る
下
賜
品
な
ど
が
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
題
名
か
ら
し
て
、

長
橋
局
に
よ
る
記
録
の
雑
記
で
あ
る
訳
で
あ
り
、
別
記
的
な
性
格
を
帯
び
て

い
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
長
橋
局
は
禁
裏
附
と
と
も
に
朝
廷
経
営

を
行
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
長
橋
局
と
い
う
朝
廷
の
家
政
機
関
の
も
と
で

局
の
職
務
を
補
佐
し
口
向
き
を
総
轄
し
た
執
次
に
よ
っ
て
、「
長
橋
」
と
題

―４３―



す
る
記
録
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
�
�
に
見
え
る
別
記
と
は

執
次
に
よ
る
記
録
と
捉
え
、
長
橋
局
に
よ
る
日
記
は
、
主
従
関
係
で
言
う
な

ら
ば
「
従
」
た
る
執
次
の
記
録
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。『
長
橋
』
に
は
重
層
的
な
構
造
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

あ
る
。

六

こ
れ
ま
で
多
く
の
史
料
を
掲
げ
て
論
じ
て
き
た
が
、
近
世
期
に
お
け
る
女

房
日
記
、
特
に
長
橋
局
や
大
御
乳
人
に
よ
る
記
録
は
、
そ
の
職
掌
柄
ゆ
え
進

献
や
下
賜
品
に
関
す
る
内
容
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

中
で
も
、
長
橋
局
に
よ
る
記
録
は
品
目
の
特
徴
や
素
材
に
ま
で
筆
が
及
ん
で

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
が
内
で
は
な
く
外
す
な
わ
ち
幕
府
に
対
し
て
向

け
ら
れ
て
お
り
、
常
に
「
公
武
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
幕
府
は
、
朝
廷
統

制
政
策
の
な
か
で
、
太
政
官
制
は
そ
の
ま
ま
に
、
実
際
の
朝
廷
経
営
を
摂

関
・
武
家
伝
奏
・
長
橋
局
に
専
従
さ
せ
身
分
的
特
権
を
付
与
し
た
。
そ
の
担

保
と
し
て
、「
表
」
を
摂
関
・
武
家
伝
奏
に
、「
奥
」
や
「
口
向
」
を
長
橋

局
・
禁
裏
附
に
よ
っ
て
、「
表
」
は
勿
論
の
こ
と
天
皇
周
辺
や
勝
手
向
き
ま

で
も
監
視
・
掌
握
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

長
橋
局
の
職
権
が
幕
府
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
御
内
儀
と
い
う
禁
中
の
奥
向
に
位
置
す
る
空
間
に
お
い
て
記
録
さ
れ

つ
つ
も
、
長
橋
局
の
記
録
に
は
時
々
の
政
局
に
ま
で
筆
が
及
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
長
橋
局
に
よ
る
記
録
行
為
は
、
幕
府
よ
り
与
え
ら
れ
た
職
責
を
違
失

な
く
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
一
種
の
確
認
行
為
で
も
あ
り
、
職
権
行
使
の
業

務
報
告
的
な
行
為
を
も
併
せ
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
公
武
両

属
的
な
性
格
を
帯
び
る
長
橋
局
は
、
そ
の
記
録
自
体
も
私
的
な
備
忘
録
に
止

ま
ら
ず
、
開
か
れ
供
覧
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
専
属

す
る
男
官
の
記
録
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
一
種
の
重
層
構
造
に
よ
っ

て
備
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

�
四
日
。〈
は
る
ゝ
。〉（
駿

河

）

す
る
か
（＝

大
御
所
・
徳
川
家
康
―
※
北
上
注
）

よ
り
大
さ
は（＝

高
家
・
大
沢
基
宿
―
※
北
上
注
）。（
板
倉
内
膳
正
重
矩
）

い
た
く
ら
内
せ
ん

の
ほ
り
ま
い
ら
せ
て
。
こ
ん
と
の
女
中
の（
進

退

）

し
ん
た
い（
逆

鱗

）

け
き
り
ん
も
つ
と

も
に
て
候
ま
ゝ
。
い
か
や
う
に
も
仰
し
た
い
た
る
へ
き
と
の
御
事
也
。

さ
り
な
か
ら
。（
後

難

）

こ
う
な
ん
も
な
き
や
う
に
御（
糾

明

）

き
う
め
い
か
ん
よ
う
の
よ

し
申
さ
る
ゝ
。（
江
戸
）

ゑ
と
の（

将

軍

）

し
や
う
く
ん
（
二
代
将
軍
・
徳
川
秀
忠
―
※
北

上
注
）
よ
り
も（
堀
淡
路
守
直
重
）

ほ
り
の
あ
は
ち
の
ほ
り
ま
い
ら
せ
て
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺

（＝

武
家
伝
奏
・
勧
修
寺
光
豊
―
※
北
上
注
）
ま
て
（

折

紙

）

お
り
か
み
を
も
つ

て
。
こ
ん
と
の
御
事
御
も
つ
と
も
の
よ
し
申
さ
る
ゝ
。
そ
れ
に
つ
き

（

摂

家

）

せ
つ
け
の
御（

衆

）

し
ゆ
う
御（
参

）

さ
ん
候
へ
き
よ
し
。
く
わ
ん
し
ゆ
寺
中
納
言
。

に
し
三
て
う
中
納
言
（＝

武
家
伝
奏
・
三
条
西
実
条
―
※
北
上
注
）
御

つ
か
い
也
。
お
の
�
�
御（
参

）

さ
ん
に
て
。（

清

涼

）

せ
い
り
や
う
殿
に
て
御
た
い
め

ん
有
。
こ
ん
と
の
や
う
た
い
さ
た
の
か
き
り
に
覚
し
め
し
候
ま
ゝ
。
き

つ
と
仰
つ
け
ら
れ
候
は
ん
と
お
ほ
し
め
し
候
へ
。
い
か
ゝ
御
ふ
ん
へ
つ

候
や
と
御
た
ん
か
う
也
。
も
つ
と
も
の
よ
し
御
申
に
て
。
す
な
は
ち
大

さ
は
へ
お
ほ
せ
い
た
さ
る
ゝ
也
。

（『
御
湯
殿
』
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
八
月
四
日
条
）

�
は
、
公
家
衆
と
女
官
の
密
通
が
発
覚
し
、
逆
鱗
に
及
ん
だ
後
陽
成
院
は

そ
の
処
分
を
徳
川
家
康
に
依
頼
し
、
幕
府
が
朝
廷
に
介
入
す
る
一
契
機
と

な
っ
た
事
件
（
猪
熊
事
件
）
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
院
は
死
罪
を
申
入

れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
徳
川
家
康
は
流
罪
が
適
当
と
い
う
判
断
を
く
だ
し

て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
が
、
朝
廷
内
で
起
こ
っ
た
不
名
誉
極
ま
り

―４４―



な
い
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
が
白
地
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
示
さ
れ
て
い
る
。

本
来
な
ら
ば
朝
廷
・
天
皇
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
幕
府

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
、
公
武
の
権
力
関
係
が
明
ら
か
に
逆
転

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
秘
匿
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
何
故
に
日
記
に
お
い

て
曝
露
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、
先
ほ
ど
述
べ

た
長
橋
局
と
い
う
女
官
の
性
格
に
起
因
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宮
廷
の
権

威
や
栄
華
を
叙
述
す
る
と
い
う
女
房
日
記
の
概
念
に
は
適
さ
な
い
わ
け
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、『
御
湯
殿
』
の
執
筆
に
長
橋
局
が
関
与
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ま
た
稿
を
改
め

て
検
討
し
た
い
。

兎
に
も
角
に
も
、
近
世
期
の
女
房
日
記
、
な
か
で
も
長
橋
局
や
大
御
乳
人

に
よ
る
記
録
は
、
主
人
と
主
家
の
慶
祝
事
な
ど
の
情
況
を
通
し
て
繁
栄
を
記

録
的
に
現
出
す
る
と
い
う
文
学
史
的
概
念
と
は
一
線
を
画
し
、
む
し
ろ
、
女

房
の
職
責
に
拠
っ
た
職
掌
上
の
記
録
・
業
務
日
誌
的
な
性
格
を
強
く
持
つ
も

の
と
考
え
る
。
そ
の
視
点
も
、
た
だ
禁
中
・
天
皇
に
の
み
が
対
象
で
は
な
く
、

公
武
関
係
に
お
け
る
「
武
」、
す
な
わ
ち
幕
府
に
も
強
く
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
記
主
の
身
位
を
保
障
す
る
も
の
が
幕
府
に
よ
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
幕
府
権
力
を
背
景
に
し
て
、
長
橋
局
は
、
絶
大
な
権
力
を

振
る
い
、
口
向
諸
役
人
を
配
下
と
し
て
従
え
る
と
と
も
に
、
女
房
日
記
を
重

層
的
な
構
造
を
持
つ
も
の
へ
と
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）

宮
崎
荘
平
氏
『
女
房
日
記
の
論
理
と
構
造
』
笠
間
書
院
、
平
成
八
年
十
月
。

（
２
）
『
続
群
書
類
従
』
続
群
書
類
従
完
成
会
。

（
３
）

下
橋
敬
長
氏
・
羽
倉
敬
尚
氏
『
幕
末
の
宮
廷
』
平
凡
社
、
平
成
七
年
九
月
。

（
４
）

河
鰭
実
英
氏
『
宮
中
女
官
生
活
史
』
風
間
書
房
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
。

（
５
）
『
日
本
史
籍
協
会
叢
書
』
東
京
大
学
出
版
会
。

（
６
）

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
函
号
・
二
六
五
―
一
〇
六
八
。

（
７
）
（
６
）
に
同
じ
。

（
８
）
（
５
）
に
同
じ
。

（
９
）

京
都
大
学
附
属
図
書
館
・
中
院
文
庫
、
函
号
・
中
院
本
―
４
―
３６
。

（
１０
）

小
玉
正
任
氏
監
修
・
大
賀
妙
子
氏
校
訂
編
集
『
幕
末
公
家
集
成
』
新
人
物

往
来
社
、
平
成
五
年
二
月
。

（
１１
）

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
函
号
・
四
五
九
―
一
〇
三
。

（
１２
）

石
井
良
助
氏
編
『
徳
川
禁
令
考
』
創
文
社
、
平
成
二
年
十
一
月
。

（
１３
）

石
川
和
外
氏
「
禁
裏
付
武
家

朝
廷
内
の
旗
本
」（
高
埜
利
彦
氏
編
『
身
分

的
周
縁
と
近
世
社
会
８

朝
廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成

十
九
年
七
月
）。

（
１４
）

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
函
号
・
Ｆ
１０－

１０１
。

（
１５
）

奥
野
高
廣
氏
『
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
（
後
�
）』
中
央
公
論
社
、
昭
和
十

九
年
六
月
。

※
史
料
閲
覧
に
際
し
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
・
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
格
別
な

る
便
宜
を
頂
い
た
。
末
筆
な
が
ら
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

※
本
稿
は
、
平
成
十
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
交
付
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ

る
。

（
き
た
が
み
ま
さ
お
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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